
実　技　試　験

☆☆☆解答にあたっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３・・・）ではっきりと正しくご記入くだ

さい（誤字・脱字・略字は不可）。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

を記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。

［例１］解答用紙に記載されている単位＜万円＞のとき

可の例　：１００万円、１０５万円

不可の例：１,０００,０００円、１００.５万円、１００.５万円

［例２］解答用紙に記載されている単位＜円＞のとき

可の例　：１,０００,０００円、１,０５０,０００円

不可の例：１００万円、１０５万円、１００万５,０００円

・ 試験問題については、とくに指示のない限り、平成１９年１０月１日現在施

行の法令等に基づいて解答してください。



－2－２級 実技試験(資産設計提案業務・2008.5.25)

【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。

問１

　弁護士資格および税理士資格を有していないＦＰが行った業務に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、ＦＰは顧客や公証人

と利害関係はないものとする。

（ア）顧客の任意後見人になるために、任意後見契約を交わす。

（イ）顧客が遺言書を作成するに当たり、有償でその指導を行う。

（ウ）顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するに当たり、証人となる。

（エ）顧客へのサービスの一環として、毎月無償で税務相談に応じる。

問２

　「金融商品の販売等に関する法律（以下「金融商品販売法」という）」についての次の記述の空欄（ア）、

（イ）に入る適切な語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

「金融商品販売法」は、金融商品の販売業者に対し、販売に当たって重要事項の説明を義務付ける

とともに、重要事項の説明がなかったことによって損害が生じた場合、消費者は販売業者に損害賠

償を求めることができると定めている。この法律の対象は幅広く、（　ア　）も対象としているが、

(　イ　）は対象外である。

１．（ア）ゴルフ会員権　　　　（イ）商品先物取引

２．（ア）外国為替証拠金取引　（イ）ゴルフ会員権

３．（ア）商品ファンド　　　　（イ）外国為替証拠金取引

４．（ア）商品先物取引　　　　（イ）商品ファンド
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【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。

問３

　下記の外貨定期預金に１０,０００米ドルを預け入れた。預入時と満期時の為替レートが同じだった

場合、円ベースでの税引後の実質利回り（％）はいくらになるか。なお、解答に当たっては、解答用紙

に記載されている単位に従うこととし、計算結果については小数点以下第３位を四捨五入すること。

＜資料＞

・ 米ドル建て外貨定期預金　１年物、年利率　２.５％

・ 利息は満期時に支払われる

・ 預入時の為替レート（１米ドル当たり）

ＴＴＳ：１１３円　　ＴＴＢ：１１１円

問４

　Ａ銘柄株式の終値を３,０００円とした場合の配当利回りおよび配当金について、下表の空欄（ア）、

（イ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、計算結果について、（ア）

配当利回り（％）については小数点以下第３位を四捨五入し、（イ）配当金については円未満を切り上

げることとする。

前期実績 今期予想

Ａ銘柄の１株当たり配当金（円） ５０ （　イ　）

Ａ銘柄の配当利回り（％） （　ア　） ２.３３

＜語群＞

０.７５　　　１.６７　　　２.１０　　　６０　　　７０　　　８０
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問５

　金融政策に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号の

みを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

・（　ア　）が行う金融政策には、「公開市場操作」「支払準備率操作」などがある。

・「公開市場操作」のうち、買いオペレーションは、（　ア　）が民間銀行が保有する債券などを買

い上げ、市中に現金を供給することによって、マネーサプライを（　イ　）させ、金利を（　ウ　）

に誘導する効果がある。

＜語群＞

１．内閣府　　　２．金融庁　　　３．日本銀行　　　４．増加　　　５．減少

６．高め　　　　７．中位　　　　８．低め
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問６

　下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）に入る適切な数値について、それぞれの答えを解

答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、（イ）

の計算結果については、小数点以下第２位を四捨五入することとする。

＜資料＞

（東洋経済新報社「会社四季報」２００８年２集春号）

・ この企業の株を２００５年１月末時点で１株保有していた場合、株式分割の結果、２００８年

３月末時点では（　ア　）株保有していることになる。

・ この企業の株価を５５,０００円とした場合、この資料から読み取れる２００８年３月末時点の

連結ベースでの予想ＰＥＲ（株価収益率）は（　イ　）倍である。
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【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。

問７

　個人が土地付き建物を売却したときの譲渡所得を求める計算式の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語

句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、特別控除については考慮しないこととする。

譲渡所得＝土地付き建物の売却価額－（ （ ア ） ＋ （ イ ） ）

（ ア ） ＝土地の購入価額等＋（建物の購入価額等－ （ ウ ） ）

１.（ア）譲渡費用　（イ）取得費　　　　（ウ）償却費相当額

２.（ア）取得費　　（イ）譲渡費用　　　（ウ）償却費相当額

３.（ア）譲渡費用　（イ）償却費相当額　（ウ）取得費

４.（ア）取得費　　（イ）償却費相当額　（ウ）譲渡費用

問８

　下記＜資料＞の宅地について、路線価方式による普通借地権の相続税評価額を求めなさい。なお、解

答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜資料＞

４００Ｃ

（５００ｍ2）

［奥行価格補正率］

奥行距離 補正率

２０ｍ １.００

２５ｍ ０.９９

［借地権割合］

記号 借地権割合

Ａ ９０％

Ｂ ８０％

Ｃ ７０％

Ｄ ６０％

Ｅ ５０％

Ｆ ４０％

Ｇ ３０％

２０ｍ

２５ｍ
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問９

　公的な土地評価に関する下表の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号

のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

相続税路線価 固定資産税評価額 公示価格 基準地標準価格

評価の目的等

① 相続税、贈与税等

課税のため

② 毎年評価替え

（毎年１月１日時点）

① 固定資産税等課税

のため

②（　イ　）に１度

評価替え

① 一般の土地取引の

指標

② 公共事業の適正補

償金の算定基準

③ 毎年公示

（毎年１月１日時点）

① 国土利用計画法に

よる土地取引の適

正かつ円滑な実態

② 一般の土地取引の

指標

③ 毎年公表

（毎年７月１日時点）

評価割合
公示価格の

（　ア　）程度

公示価格の

７割程度
１００％ １００％

所管 各国税局 市町村 （　ウ　） 都道府県

＜語群＞

１．　２年　　　２．　３年　　　３．　５年　　　　　４．　６割　　　５．　７割

６．　８割　　　７．内閣府　　　８．国土交通省　　　９．法務省

問１０

　平成２０年５月に自己の居住用として、床面積１８０ｍ2、固定資産税評価額１,８００万円の住宅を

新築により取得した場合、不動産取得税はいくらか。なお、不動産取得税の課税標準の特例の適用要件

は満たしているものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととす

る。

＜資料＞

［不動産取得税の標準税率］

種類 標準税率 期間

住宅・住宅用地 ３％ 平成２１年３月３１日まで

商業地等の土地 ３％ 同上

店舗・事務所等
３.５％

４％

平成２０年３月３１日まで

平成２０年４月１日以降
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【第４問】下記の（問１１）～（問１３）について解答しなさい。

問１１

　下記は、ガン保険（免責期間３ヵ月）の契約の流れを記したものである。この保険契約のガンについ

ての保障が開始する日として正しいものは、次のうちどれか。なお、保険料の支払方法は月払いを選択

するものとする。

　６月１０日　　保険契約の申込み／告知書の記入・提出／第１回保険料の支払い

　６月１７日　　保険会社の生命保険引受けの承諾

　７月　１日　　保険証券の到着

１．　　６月１０日

２．　　９月１０日

３．　　９月１７日

４．　１０月　１日
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問１２

　中嶋隆さんが加入している生命保険（下記＜資料＞）に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、

正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、（ア）～（ウ）の記述はそ

れぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。また、中嶋隆さんは、今までにこの契

約からの保険金は受け取っていないものとする。

＜資料／保険証券＞

保険証券記号番号 定期保険特約付終身保険

○○△△××□□

保険契約者 中嶋　隆　様 保険契約者印

被保険者
中嶋　隆　様　契約年齢３１歳　男性

１９６７年（昭和４２年）７月８日生 ◯中嶋
(死亡保険金）

中嶋　陽子　様

（被保険者との続柄）

妻

受取割合

１０割
受取人

(特定疾病保険金）

被保険者　　様

◇契約日（保険期間の始期）

１９９８年８月１日

（平成１０年）

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

３０年払込満了

（２０２８年７月３１日満了）

指定代理

請求人
中嶋　陽子　様

◆ご契約内容 ◆お払込みいただく合計保険料

終身保険金額（主契約保険金額） ２００万円 毎回　　１４,２２７円／月

定期保険特約保険金額 １,０００万円

生活保障特約年金年額 ２００万円
［保険料払込方法（回数）］団体月払

特定疾病保障定期保険特約保険金額

傷害特約保険金額［本人型］

３００万円

１００万円

災害入院特約［本人型］入院５日目から 日額　　５,０００円

疾病入院特約［本人型］入院５日目から 日額　　５,０００円

◇特約の払込期間および保険期間

１０年

成人病入院特約 入院５日目から 日額　　５,０００円

通院特約［本人型］ ５日以上入院 日額　　３,０００円

◇社員配当金支払方法

利息を付けて積立

リビングニーズ特約

※生活保障特約の年金種類　１０年確定年金

（ア）定期保険特約・生活保障特約は１０年更新の特約で、中嶋隆さんが更新時にガンなどに罹患して

いた場合は、自動的に更新できない。

（イ）中嶋隆さんがガンで入院した場合、本人にガン告知されていない場合は、指定代理請求人である

中嶋陽子さんが、特定疾病保障定期保険特約保険金を請求することができる。

（ウ）中嶋隆さんが現時点（４０歳）で交通事故により即死した場合、一時金１,６００万円と１０年

間に渡って年金２００万円を受け取ることができる。
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問１３

　保険金額１,２００万円の火災保険を付けた保険価額２,０００万円の物件が、火災によって５００万円の

損害を受けた場合、支払われる損害保険金はいくらか。なお、解答に当たっては、下記＜資料＞の保険

約款（抜粋）を参照することとし、また、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜資料＞

［住宅総合保険普通保険約款（抜粋）］

（損害保険金の支払額）

第４条　当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。

２．保険金額が保険価額の８０％に相当する額以上のときは、当会社は、保険金額を限度とし、

損害の額を損害保険金として、支払います。

３．保険金額が保険価額の８０％に相当する額より低いときは、当会社は、保険金額を限度とし、

次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。

損害の額×
 保険金額 

 保険価額の８０％に相当する額 
＝損害保険金の額
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【第５問】下記の（問１４）～（問１７）について解答しなさい。

問１４

　会社員の平尾正昭さん（４０歳）の平成１９年分の下記データを基に、総所得金額を計算しなさい。

なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜平成１９年分の収入および支出＞

内容 金額

給与収入 ７,０００,０００円

不動産収入 １,８００,０００円

不動産収入にかかわる必要経費 １,７００,０００円

ゴルフ会員権の譲渡損失  ▲５００,０００円

（注）不動産所得については、ワンルームマンション１室を貸し付けており、青色申告特別控除１０万

円の適用を受けるものとする。

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 ６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 収入金額×４０％

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋　１８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋　５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１,０００万円 超 収入金額×　５％＋１７０万円
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問１５

　青色申告承認申請書の提出期限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１．昨年以前より継続して行っている事業の所得について、今年から青色申告書による申告をする場合

には、原則として今年の３月１５日までに提出しなければならない。

２．被相続人の事業を承継した場合でも、相続人が青色申告書による申告をする場合には、一定の期間

内に提出しなければならない。

３．その年の１月１６日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から２ヵ月以内に提

出しなければならない。

４．提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合であっても、その土・日曜日・祝日等に当たる日まで

に提出しなければならない。

問１６

　納税者本人と配偶者の所得に関する所得税法上の取扱いについて、下表の空欄（ア）～（ウ）につい

て、適用を受けられる場合は○、適用を受けられない場合は×を解答欄に記入しなさい。

＜配偶者の収入が給与収入のみの場合＞

本人の平成１９年分の

合計所得金額

配偶者の平成１９年分の

合計所得金額

配偶者

控除

配偶者

特別控除

７６万円以上 × ×

３８万円超７６万円未満 × ×１,０００万円超

３８万円以下 （　ア　） ×

７６万円以上 × ×

３８万円超７６万円未満 （　イ　） ○１,０００万円以下

３８万円以下 ○ （　ウ　）
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問１７

　平成２０年居住開始分の住宅借入金等特別控除に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる

語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

税源移譲に伴う住宅ローン減税効果確保のための特例措置は、下図（Ａ）（Ｂ）のうち（　ア　）

の方である。（Ａ）（Ｂ）共に対象となるローン残高の最高額は２,０００万円のため、控除額の最

高累計額は（　イ　）。なお、サラリーマンの場合、控除の初年度には（　ウ　）。

（Ａ）

（Ｂ）

年末借入金残高（１～６年目）×１％

年末借入金残高（７～１０年目）×０.５％

年末借入金残高（１～１０年目）×０.６％

年末借入金残高（１１～１５年目）×０.４％

６ １０

年目

控

 

除

 

額

控
除
額

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９

６１ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９

年目

１１ １２ １３ １４ １５１０

１.（ア）Ｂ　（イ）Ａの方が大きくなる　　　　　（ウ）年末調整で適用を受けることができる

２.（ア）Ａ　（イ）Ｂの方が大きくなる　　　　　（ウ）確定申告を要する

３.（ア）Ｂ　（イ）ＡとＢ、いずれも同額になる　（ウ）確定申告を要する

４.（ア）Ａ　（イ）ＡとＢ、いずれも同額になる　（ウ）年末調整で適用を受けることができる



－14－２級 実技試験(資産設計提案業務・2008.5.25)

【第６問】下記の（問１８）～（問２０）について解答しなさい。

問１８

　下記の親族関係図の場合において、民法の規定に基づく相続人および相続税法上の遺産に係る基礎控

除額についての組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、長男は被相続人の死亡に係る相続につ

いて、家庭裁判所に申述し適法に放棄しているものとする。

 配偶者

 被相続人
 長男の妻

 二男の妻

 長男（相続放棄）

 孫Ｃ

 養子（普通養子）

 孫Ｄ

 孫Ａ

 孫Ｂ

 二男（すでに死亡）

１．相続人は配偶者、養子　　　　　　　　　　　　　基礎控除額は７,０００万円

２．相続人は配偶者、孫Ａ、孫Ｂ、孫Ｃ、孫Ｄ、養子　基礎控除額は１億１,０００万円

３．相続人は配偶者、孫Ｃ、孫Ｄ　　　　　　　　　　基礎控除額は８,０００万円

４．相続人は配偶者、孫Ｃ、孫Ｄ、養子　　　　　　　基礎控除額は１億円
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問１９

　下記の工藤健三さんの相続事例において、課税価格の合計額を計算し、その答えを解答欄に記入しな

さい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

・ 課税価格の合計を出すための財産の相続税評価額

土地　　　　　　　：２,５００万円（小規模宅地等の減額の特例適用後）

建物　　　　　　　：２,０００万円

預貯金　　　　　　：２,０００万円

投資信託　　　　　：２,０００万円

死亡保険金　　　　：２,０００万円（受取人＝妻）

死亡退職金　　　　：１,５００万円（受取人＝妻）

債務および葬式費用：　 ５００万円

なお、相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、死亡前３年以内の贈与はないもの

とする。また、相続の放棄をした者もいない。

・ 親族関係図は以下のとおり

長女

工藤健三
（平成２０年５月４日死亡）

妻
　

配偶者長男 二男

孫 孫

（平成７年１２月３日死亡）

問２０

　宮本さんは、父親が平成２０年１月２４日に死亡し、相続により東証１部に上場しているＨＫ社（定

年まで父が勤めていた会社）の株式を取得した。この株式の相続税評価額を計算する際に用いる価額と

して、最も適切なものはどれか。

１．平成２０年　１月２４日の終値　　　　　　３２４,０００円

２．平成２０年　１月の毎日の終値の月平均額　３２８,０００円

３．平成１９年１２月の毎日の終値の月平均額　３２０,０００円

４．平成１９年１１月の毎日の終値の月平均額　３２５,０００円
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【第７問】下記の（問２１）～（問２３）について解答しなさい。

＜景山家の家族データ＞

氏名 続柄 生年月日 備考

景山　仁 本人 昭和５２年　５月２４日 会社員

　　　葉子 妻 昭和５２年　８月３１日 専業主婦

　　　光理 長女 平成１６年１２月　８日 幼稚園児

　　　貴俊 長男 平成２０年　３月１７日

＜景山家のライフイベント＞

・ 車の買替え　　（７年ごと）

・ 葉子さん復職　（平成２１年）

・ 住宅取得　　　（平成２８年１月）

・ 仁さん独立開業（平成３５年）

・ 子どもの進学スケジュール

光理：小学校（公立）－中学校（公立）－高校（公立）－大学（私立・文系）

貴俊：小学校（公立）－中学校（公立）－高校（公立）－大学（私立・理系）

※いずれの子どもも順調に進学するものとする。

＜景山家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 現在 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ･･･ １４年後 １５年後 １６年後

西暦（年） ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ･･･ ２０２２ ２０２３ ２０２４

平成（年） ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ･･･ ３４ ３５ ３６

景山　仁 本人 ３１歳 ３２歳 ３３歳 ３４歳 ３５歳 ･･･ ４５歳 ４６歳 ４７歳

　　　葉子 妻 ３１歳 ３２歳 ３３歳 ３４歳 ３５歳 ･･･ ４５歳 ４６歳 ４７歳

　　　光理 長女 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ･･･ １８歳 １９歳 ２０歳

家
族
構
成
／

年
齢　　　貴俊 長男 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ･･･ １４歳 １５歳 １６歳

ライフイベント
(変動率)

葉子さん

復職

光理さん

小学校入学

車の

買替え
･･･ (　ア　)

給与・事業収入（本人）１％（給与） ５２０ ５２５ ５３０ ５３６ ５４１ ･･･ ５９８ ０ ２００

給与収入（妻） １％ ０ ３８０ ３８４ ３８８ ３９２ ･･･ ４３２ ４３７ ４４１
収
入
収入合計 － ５２０ ９０５ ９１４ ９２４ ９３３ ･･･ １,０３０ ４３７ ６４１

基本生活費 ２％ ３２０ (　イ　） ３８０ ３８８ ３９６ ･･･ ４８３ ４９２ ５０２

住居費 － １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ ･･･ １７０ １７０ １７０

教育費 ３％ ･･･

保険料 － ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ･･･ ４７ ７０ ７０

一時的支出 １％ ２７０ ･･･ ２００

その他支出 １％ ２０ ２０ ２０ ２１ ２１ ･･･ ２３ ２３ ２３

支
出

支出合計 － ５５０ ６５９ ６７０ ６５３ ９２３ ･･･ ８０７ １,１６５ ９２５

年間収支 － ▲３０ ２４６ ２４４ ２７１ １０ ･･･ ２２３ ▲７２８ ▲２８４

預貯金等残高 １％ ３２０ ５６９ (　ウ　) １,０９８ １,１１９ ･･･ １,８１７ １,１０７ ８３４

※家族の年齢は、各年１２月３１日現在のものとし、平成２０年を基準年とする。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。
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問２１

　景山家のデータを転記したキャッシュフロー表のうち、「ライフイベント」の空欄（ア）に、あては

まらないものはどれか。

１．仁さん独立開業

２．車の買替え

３．貴俊さん高校入学

４．光理さん大学入学

問２２

　平成２０年の景山家の基本生活費は年間３２０万円だが、平成２１年からは葉子さんが復職するに当

たり、基本生活費が３６６万円（平成２０年における現在価値）に増える予定である。キャッシュフロ

ー表内の基本生活費の変動率２％を物価上昇率とした場合、キャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数

値を計算しなさい。なお、計算結果については万円未満を四捨五入し、解答に当たっては、解答用紙に

記載されている単位に従うこととする。

問２３

　景山家のキャッシュフロー表の空欄（ウ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。
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【第８問】下記の（問２４）～（問２６）について解答しなさい。

＜設例＞

五十嵐さんは、４５歳になるのを機に、老後の生活資金の計画を立てることにした。下記の係数早

見表を使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこととする。また、計算

結果については円未満を四捨五入し、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこ

ととする。

＜係数早見表（年利３.０％）＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０３０ ０.９７０９ １.０００００ １.０３０００ １.０００ ０.９７１

２年 １.０６１ ０.９４２６ ０.４９２６１ ０.５２２６１ ２.０３０ １.９１３

３年 １.０９３ ０.９１５１ ０.３２３５３ ０.３５３５３ ３.０９１ ２.８２９

４年 １.１２６ ０.８８８５ ０.２３９０３ ０.２６９０３ ４.１８４ ３.７１７

５年 １.１５９ ０.８６２６ ０.１８８３５ ０.２１８３５ ５.３０９ ４.５８０

６年 １.１９４ ０.８３７５ ０.１５４６０ ０.１８４６０ ６.４６８ ５.４１７

７年 １.２３０ ０.８１３１ ０.１３０５１ ０.１６０５１ ７.６６２ ６.２３０

８年 １.２６７ ０.７８９４ ０.１１２４６ ０.１４２４６ ８.８９２ ７.０２０

９年 １.３０５ ０.７６６４ ０.０９８４３ ０.１２８４３ １０.１５９ ７.７８６

１０年 １.３４４ ０.７４４１ ０.０８７２３ ０.１１７２３ １１.４６４ ８.５３０

１５年 １.５５８ ０.６４１９ ０.０５３７７ ０.０８３７７ １８.５９９ １１.９３８

２０年 １.８０６ ０.５５３７ ０.０３７２２ ０.０６７２２ ２６.８７０ １４.８７７

２５年 ２.０９４ ０.４７７６ ０.０２７４３ ０.０５７４３ ３６.４５９ １７.４１３

３０年 ２.４２７ ０.４１２０ ０.０２１０２ ０.０５１０２ ４７.５７５ １９.６００
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問２４

　五十嵐さんは、現在の金融資産のうちの一部を老後の生活資金として振り分け、２０年後に８００万

円にしたいと考えている。年利３.０％の複利運用ができるとすると、現在いくらの資金を老後の準備

資金として運用すればよいか。

問２５

　五十嵐さんは、これから毎年末に１回ずつ積み立てて、１５年後に６００万円にしたいと考えている。

その間、年利３.０％で複利運用するとした場合、いくらずつ積み立てればよいか。

問２６

　五十嵐さんは６６歳からの２０年間、それまで準備してきた資金から毎年末に１００万円ずつを取り

崩していきたいと考えている。年利３.０％で複利運用するとした場合、６５歳の時点でいくらの資金

があればよいか。
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【第９問】下記の（問２７）～（問３３）について解答しなさい。

＜設例＞

池谷浩一さんは、民間企業に勤務する会社員である。浩一さんと妻の由美さんは、今後の資産形成

や家計の見直しについて、ＦＰで税理士でもある山田さんに相談をした。なお、下記のデータはい

ずれも平成２０年４月１日現在のものである。

＜家族構成＞

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業
池谷　浩一 本人 昭和３５年　９月１０日 ４７歳 会社員
　　　由美 妻 昭和３８年　６月１３日 ４４歳 専業主婦
　　　愛子 長女 平成　３年　４月２０日 １６歳 高校２年生
　　　拓也 長男 平成　５年１２月　５日 １４歳 中学３年生

＜金融資産（時価）＞

浩一さん名義：銀行預金（普通預金）　　４００万円

銀行預金（定期預金）　　２００万円

一般財形貯蓄（金銭信託）１００万円

由美さん名義：銀行預金（定期預金）　　３００万円

＜住宅ローン＞

債務者 ：浩一さん

借入先 ：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）

借入時期：平成１０年

借入金額：２,５００万円

返済方法：元金均等返済

金利 ：固定金利（当初１０年間・年２.００％、１１年目以降・年４.００％）

返済期間：２５年

＜収入金額（平成１９年）＞

浩一さん：給与収入１,０００万円

　　　　　浩一さんに給与収入以外の収入はない。

由美さん：なし

＜浩一さんの退職＞

退職予定日 ：平成２３年９月末日

退職金予定額 ：２,０００万円

退職後の予定就職先：現在の勤務先の子会社
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問２７

　ＦＰの山田さんは、住宅ローンの繰上げ返済について浩一さんから質問を受け、イメージ図を使って

その仕組みを説明した。浩一さんの住宅ローンを「返済額軽減型」で繰上げ返済をした場合のイメージ

図として、最も適切なものはどれか。なお、下記のイメージ図は１１年目以降の段階金利を考慮してい

ない。また、繰上げ返済は元金分に充当するものとし、図の網かけ部分（　　　、　　　）は繰上げ返

済する元金部分または軽減される利息を表示している。

元金

利息

元金

利息

元金

利息

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

１． ２．

３． ４．

元金

利息

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

返済期間

返済期間

返済期間

返済期間
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問２８

　浩一さんは、長女の愛子さんが大学への進学を希望していることから、「財形教育融資」の利用に関

心をもっている。浩一さんが利用できる「財形教育融資」の融資限度額はいくらか。ただし、浩一さん

の勤務先は変わらず、財形貯蓄残高は設例の金額と変わらないものとする。なお、解答に当たっては、

解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２９

　浩一さんは、地震保険料控除について、ＦＰの山田さんに相談をした。下記の＜資料＞は、浩一さん

が契約している「火災保険・地震保険料控除証明書」の抜粋である。この＜資料＞に基づき、平成２０

年分の所得税における地震保険料控除の控除額として、正しいものはどれか。なお、浩一さんが地震保

険料控除の対象にできる損害保険契約等は、この地震保険だけである。

＜資料＞

ご 契 約 者     

氏 名
イケタニ　コウイチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様

証 券 番 号 ９８３３３０３５８８－０

保 険 種 類 ジュウタク　ソウゴウ　保険 付　帯　地　震　保　険

払 込 方 法 イチジ　バライ イチジ　バライ

契約始期日 平成１８年１１月１５日 平成１８年１１月１５日

保 険 期 間 ３　年間 ３　年間

保 険 の

目 的 と

保 険 金 額

建物　　　３９,９００　 千円

家財　　　１５,１００　 千円

その他　　　　　　　　　千円

建物　　　　　　１９,９５０　千円

家財　　　　　　　７,５５０　千円

その他　　　　　　　　　　　 千円

控 除 対 象

保 険 料

（ 年 間 ）

＊＊＊＊＊＊

（控除対象外）
８０,７５３円

そ の 他 ―
上記保険料は所得税法第七十七条第一項に

規定する地震保険料に該当するものです。

１．　　３,０００円

２．　１５,０００円

３．　５０,０００円

４．　８０,７５３円
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問３０

　浩一さんが受け取る予定の退職金に対する所得税額として、正しいものはどれか。退職時の浩一さん

の勤続年数は２６年６ヵ月とする。なお、税額の計算に際しては、退職所得から差し引く所得控除はな

いものとし（所得控除はすべて総合課税となる所得から差し引かれるものとする）、税額控除、設例お

よび本問に記載のないデータ、情報等については考慮しないこと。

＜所得税の速算表＞

退職所得の金額（Ａ） 税率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 計算式

１９５万円以下 　５％ －

１９５万円超 ３３０万円以下 １０％ ９７,５００円

３３０万円超 ６９５万円以下 ２０％ ４２７,５００円

６９５万円超 ９００万円以下 ２３％ ６３６,０００円

９００万円超 １,８００万円以下 ３３％ １,５３６,０００円

１,８００万円超 ４０％ ２,７９６,０００円

（Ａ）に対する税額＝

（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

１．　　 ２８２,５００円

２．　　 ４９２,５００円

３．　　 ９９７,０００円

４．　１,５００,０００円

問３１

　由美さんは専業主婦であるため、浩一さんが、万一死亡した場合の生活が不安である。そこでＦＰの

山田さんに、公的年金の遺族給付について相談をした。仮に浩一さんが４８歳で死亡した場合、浩一さ

んの死亡時点において由美さんが受給できる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。な

お、浩一さんの死亡に基づく遺族厚生年金の年金額は４８万円であるものとし、その他の遺族給付の額

については下記のとおりであるものとする。また、浩一さんは、大学卒業後の２３歳から死亡時まで厚

生年金保険に加入しているものとする。

＜その他の遺族給付の額＞

遺族基礎年金額 ７９２,１００円

第１子・第２子 ２２７,９００円遺族基礎年金の子の加算額

（１人当たり） 第３子以降 　７５,９００円

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 ５９４,２００円

１．　　 ４８０,０００円

２．　１,０７４,２００円

３．　１,５００,０００円

４．　１,７２７,９００円
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問３２

　浩一さんは老後、いつからどのような老齢年金をもらえるのか、ＦＰの山田さんに質問をした。山田

さんが説明した、浩一さんが将来もらえる老齢年金についての下記の図のうち、正しいものはどれか。

なお、浩一さんは大学卒業後に入社して以来、継続して現在の会社に勤務している。また、妻の由美さ

んは短大を卒業後、昭和６３年１０月に結婚するまでは国民年金に加入し、結婚後は第３号被保険者の

届け出をしており、今後もこの状況が続くものとする。

１． ６０歳 ６４歳 ６５歳

報酬比例部分相当の老齢厚生年金 老齢厚生年金

定額部分 老齢基礎年金

配偶者加給年金

２． ６０歳 ６５歳

報酬比例部分相当の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

配偶者加給年金

３． ６４歳 ６５歳

老齢厚生年金

報酬比例部分相当の老齢厚生年金 老齢基礎年金

配偶者加給年金

４． ６５歳

老齢厚生年金

老齢基礎年金

配偶者加給年金

＜資料＞

[年金の経過措置一覧表（抜粋）］ （平成１９年度価格)

老齢基礎の資格期間老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族厚年

報酬比例部分の乗率

1000分の
男子の支給

開始年齢

女子の支給

開始年齢
H15.4.1前 H15.4.1以降生年月日

厚年共

済を合

わせた

期間

厚年の

中高齢

の特例

期間

国民年

金と合

わせた

期間

加入

可能

年数

振替

加算額

(年額)

(円) 報酬

部分

定額

部分

報酬

部分

定額

部分

定額

上限

月数

定額

単価

乗率

旧乗率 新乗率 旧乗率 新乗率

配偶者

加給

年金額

(年額)

(円)

経過的

寡婦

加算額

(年額)

(円)

S30.4.2～S31.4.1 24年 － 25年 40年 51,700 62歳 － 60歳 － 480 1.000 7.50 7.125 5.769 5.481 396,000 19,900

S31.4.2～S32.4.1 25年 － 〃 〃 45,600 〃 － 〃 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S32.4.2～S33.4.1 〃 － 〃 〃 39,400 63歳 － 〃 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S33.4.2～S34.4.1 〃 － 〃 〃 33,500 〃 － 61歳 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S34.4.2～S35.4.1 〃 － 〃 〃 27,300 64歳 － 〃 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S35.4.2～S36.4.1 〃 － 〃 〃 21,200 〃 － 62歳 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S36.4.2～S37.4.1 〃 － 〃 〃 15,300 65歳 － 〃 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S37.4.2～S38.4.1 〃 － 〃 〃 15,300 〃 － 63歳 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S38.4.2～S39.4.1 〃 － 〃 〃 15,300 〃 － 〃 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －

S39.4.2～S40.4.1 〃 － 〃 〃 15,300 〃 － 64歳 － 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 －
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問３３

　浩一さんは、自分の介護保険料と由美さんの介護保険料についてＦＰの山田さんに質問をした。山田

さんが説明した次の（ア）～（ウ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答

欄に記入しなさい。

（ア）浩一さんの介護保険料は、健康保険料と一緒に毎月の給与から徴収され、賞与からは徴収されな

い。

（イ）由美さんは、浩一さんの健康保険の被扶養者なので、自分で介護保険料を負担しなくてよい。

（ウ）浩一さんの介護保険料は、原則として労使折半負担となる。



－26－２級 実技試験(資産設計提案業務・2008.5.25)

【第１０問】下記の（問３４）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

株式会社高岡商店の経営者である高岡直人さんは、今般、事業の承継や夫婦の老後のことなどに関

して、ＦＰで税理士でもある大門さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２０年４

月１日現在のものである。

Ｉ．家族構成

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業 備考

高岡　直人 本人 昭和２５年　８月１８日 ５７歳 会社役員

　　　るり子 妻 昭和２４年　７月２５日 ５８歳 専業主婦 同居

　　　健太郎 長男 昭和５５年１０月　９日 ２７歳 会社員 同居

　　　大悟 二男 昭和５８年　９月１８日 ２４歳 会社員 同居

　　　春子 母 昭和　２年１２月１５日 ８０歳 会社役員 別居

注１：高岡春子さんは高岡直人さんの母親である。また、父親の龍男さんは２ヵ月ほど前にガンで

死亡している。なお、龍男さんの遺産はまだ分割されていない。

Ⅱ．龍男さん・春子さん夫婦を中心にした高岡家の親族関係図

＜親族関係図＞

直人

龍男（死亡） 春子（配偶者）

るり子裕子

孫Ｙ 孫Ｚ

恭子（死亡） 夫

健太郎 大悟

子Ｘ

秋子（前配偶者）

注２：上記親族関係図中、死亡と表記のある者以外はすべて生存している。

Ⅲ．高岡家の財務データ

＜保有財産（時価）＞ （単位：万円）

直人さん るり子さん

金融資産

預貯金等

外貨預金（注４）

上場株式

３,５００

各自計算のこと

３００

１,２００

０

４００

生命保険（解約返戻金相当額） ６５０ ０

不動産

土地（自宅敷地）

家屋（自宅）

　

３,６００

１,２００

０

０

その他

　貸付金（注５）

　動産等

１,１４０

２７０

０

１８０
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注３：高岡家の財務データには、龍男さんからの相続財産は含まれていない。

注４：外貨預金は５０,０００米ドルの定期預金である（１米ドル＝１１０円で換算のこと）。

注５：貸付金は、株式会社高岡商店に対する貸付金である。

＜負債残高＞

住宅ローン：９８０万円（債務者は直人さん。団体信用生命保険付き）。その他の負債はなし。

＜生命保険＞

詳細については省略

Ⅳ．株式会社高岡商店（非上場会社）のデータ

＜事業内容＞

物品販売業

＜株主、役員等＞

資本金：１,０００万円（発行済み株式数：２００,０００株）

株主　：全株式とも高岡龍男名義のままである（まだ遺産分割がなされていない）

役員　：高岡直人（社長）、高岡春子（専務）、他１名（同族関係者ではない）

＜損益計算書（平成１９年４月～２０年３月）＞［一部抜粋］

売上高　　　　　　　　　９,５２６万円

売上原価　　　　　　　　５,０４８万円

販売費および一般管理費　３,３１２万円

営業外収益　　　　　　　　　 １４万円

営業外費用　　　　　　　　　 ４８万円

特別損失　　　　　　　　　 １９８万円

注６：売上高は全額消費税法上の課税売上に該当するものである（他に課税売上はない）。

Ⅴ．その他

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
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問３４

　ＦＰの大門さんは、まず高岡家のバランスシート分析を行うことにした。下表を参考に、平成２０年

４月１日時点における高岡家の純資産額（ア）を計算しなさい。なお、龍男さんの遺産および春子さん

の所有財産については考慮する必要はない。

［高岡家のバランスシート］ （単位：万円）

＜資産＞ ＜負債＞

住宅ローン ×××

負債合計 ×××

金融資産

預貯金等

外貨預金

上場株式

生命保険

不動産

その他の資産

×××

×××

×××

×××

×××

×××

＜純資産＞ （　ア　）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××

問３５

　株式会社高岡商店の消費税等（地方消費税を含む。以下、本問において同じ）に関するＦＰの大門さ

んが説明した次の記述の空欄（ア）、（イ）に入る適切な数値や語句を語群の中から選び、その番号のみ

を解答欄に記入しなさい。なお、問題作成の都合上、一部空欄（＊＊＊）にしている。

「簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が（　ア　）以下である事業者で、簡易課税制度の適

用を受ける旨の届出書を事前に提出している者は、控除される課税仕入の税額を、課税売上高に対

する税額の一定割合として計算することができるという特例です。株式会社高岡商店の場合、平成

２０年３月期を基準期間とする課税期間（事業年度）は（　イ　）ですので、（　イ　）には簡易

課税制度の適用を（＊＊＊）。」

＜語群＞

１．　３,０００万円　　　２．　５,０００万円　　　３．　１億円

４．平成２１年３月期　　 ５．平成２２年３月期　　 ６．平成２３年３月期
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問３６

　株式会社高岡商店の平成２０年３月期の経常利益を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用

紙に記載されている単位に従うこととする。

問３７

　株式会社高岡商店は、会長であった龍男さんの死亡により、生命保険（終身保険）の死亡保険金を生

命保険会社から受け取った。下記の＜資料＞に基づき、この死亡保険金の税務に関するＦＰの大門さん

の説明のうち、最も適切なものはどれか。

＜資料＞

［保険契約の内容等］

契約者　　　　：株式会社高岡商店

被保険者 ：高岡龍男

保険金受取人　：株式会社高岡商店

死亡保険金 ：２,０００万円

払込保険料総額：１,５５０万円（保険料積立金として全額資産計上されている）

（注）契約者配当金、契約者貸付金等はない。

１．受け取った死亡保険金のうち、「５００万円×法定相続人の数」という算式で計算される金額まで

は非課税となるので、このケースでは全額が非課税になる。

２
 

．受け取った死亡保険金と資産計上されている保険料積立金の差額である４５０万円が雑収入にな

り、法人税の課税対象となる。

３．「（２,０００万円－１,５５０万円－５０万円）÷２」という算式で計算される２００万円が雑収入

になり、法人税の課税対象となる。

４．受け取った死亡保険金２,０００万円の全額が雑収入になり、法人税の課税対象となる。
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問３８

　直人さんは、新しい事業を行うために、株式会社高岡商店とは別の法人を新たに設立する予定である。

新会社の設立に関する直人さんの考えは下記のとおりである。これに対するＦＰの大門さんの説明のう

ち、誤っているものはどれか。なお、新たに設立する法人は、会社法上の「株式譲渡制限会社（株式に

譲渡制限を付けている会社）」で、かつ、「中小会社」に該当する株式会社である。

＜直人さんの考え＞

「会社の設立に際して、まず、資金的な負担を軽減したいので、資本金は５０万円にするつもりで

す。また、登記費用を安くするために、会社の定款の作成を省略するつもりです。それから、設立

後の運営についてもできる限り簡便にしたいので、取締役は私１人とし、監査役も置かないことに

したいと思います。」

１．新会社の資本金を５０万円とすることは可能です。

２．新会社の定款の作成を省略することは可能です。

３．新会社の取締役を直人さん１人とすることは可能です。

４．新会社に監査役を置かないこととするのは可能です。

問３９

　直人さんの会社で、約５年間働いていた従業員が来月末で退職することになり、健康保険の任意継続

被保険者になることを希望している。直人さんは、任意継続の手続き等について、ＦＰの大門さんに相

談をした。大門さんが説明した次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、

解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。また、直人さんの会社は政府

管掌健康保険の適用事業所である。

任意継続被保険者とは、継続して（　ア　）以上健康保険の被保険者であった者が、被保険者資格

を喪失（退職）した後も引続き（　イ　）は、個人で健康保険の被保険者になることができるとい

う制度である。任意継続被保険者になるには、資格喪失日から（　ウ　）以内に申請しなければな

らない。

＜語群＞

１ヵ月　　　　２ヵ月　　　　６ヵ月　　　　１年間　　　　２年間　　　　３年間

１４日　　　　２０日
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問４０

　二男の大悟さんは、２０歳以降の学生であった期間は、国民年金保険料について学生の納付特例制度

を利用していた。直人さんは学生の納付特例制度とはどのようなものなのか、ＦＰの大門さんに確認を

した。大門さんが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．学生本人の前年の所得が一定以下であれば、同居する家族の所得は問われない。

２．学生の納付特例を受けた月分は１０年目の同月末までであれば、追納ができる。

３．学生の納付特例を受け、追納をしなかった月分については保険料免除期間となり、この期間の老齢

基礎年金は、保険料納付済期間の３分の１の年金額となる。

４．学生の納付特例の承認期間は、特例申請月の直前の４月から翌年３月までで、毎年の申請が必要で

ある。


